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阜
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委
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事
務
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則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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育

総

務

課
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○
岐
阜
県
立
学
校
以
外
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教
育
機
関
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織
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関
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規
則
の
一
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を
改
正
す
る
規
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員
会
訓
令
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○
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阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
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関
す
る
規
程
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一
部
を
改
正
す
る
訓
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教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲 

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規 

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
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教
育
委
員
会
規
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岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
教
育
委
員
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委
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岐
阜
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育
委
員
会
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則
第
二
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県
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育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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第
三
条
の
表
教
育
研
修
課
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
九
号
中
「
、
則
武
情
報
分
室
及
び
可
児
分
室
」
を
削
り
、
同
号

を
同
項
第
八
号
と
す
る
。 
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岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
表
岐
阜
県
図
書
館
の
項
第
六
号
中
「
、
鑑
賞
会
、
映
写
会
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
世

界
分
布
図
セ
ン
タ
ー
」
を
「
郷
土
・
地
図
情
報
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
四
第
一
項
の
表
企
画
課
の
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
鑑
賞
会
、
映
画
会
、
資

料
展
等
」
を
「
資
料
展
示
会
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号

と
し
、
同
項
第
一
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一 

図
書
館
活
動
の
総
合
的
な
企
画
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

第
二
条
の
四
第
一
項
の
表
企
画
課
の
項
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
読

書
普
及
活
動
及
び
分
布
図
」
を
「
図
書
館
活
動
の
振
興
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
表

サ
ー
ビ
ス
課
の
項
中
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 
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郷
土
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地
図
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び
運
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に
関
す
る
こ
と
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テ
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の
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び
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営
に
関
す
る
こ
と
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リ
ー
に
関
す
る
こ
と
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こ
の
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は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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時
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県
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育
委
員
会
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時
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に
関
す
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程
の
一
部
を
改
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す
る
訓
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岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
教
育
委

員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

教
育
委
員
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訓
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岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
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を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
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平
成
二
十
二
年
四
月
一
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岐
阜
県
教
育
委
員
会 

 

教
育
長 
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禮 
 

子 
 

 

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓 

令 

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
教
育

委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

本
則
中
「
鹿
野
孝
紀
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
次
長
」
を
「
林
俊
彦
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
次
長
」

に
改
め
る
。 
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こ
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一
日
か
ら
施
行
す
る
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